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国際仲裁合意の成立、有効性、その主張と権利濫用、および、効力の客観的範囲

事実の概要

　本件は、いずれも日本法人である原告Ｘ１～Ｘ３
が、インターネット上のサイトβを運営する米国
法人である被告Ｙに対して、同サイトの利用規約
に基づき、同サイト利用契約を締結して行った、
Ｘ１らによる電子書籍の販売に係るロイヤリティ
の支払いを求めるとともに、Ｘ３が、同サイトに
おけるＸ３のアカウントに対するＹによる利用停
止措置が違法であるとして、不法行為に基づく損
害賠償等の支払いを求めた事案である。これに対
してＹは、本案前の抗弁として上記利用契約に挿
入された仲裁条項に基づき、訴えの却下を求めた
ところ、Ｘ１らは、①仲裁合意は成立していない
こと、②上記利用契約中の申立期限条項により仲
裁条項が失効したこと、または、仲裁条項が公序
良俗に反して無効であること、③被告による仲裁
合意の主張がなされたのは、訴え提起の時から約
2年後で、権利濫用として許されないこと、そし
て、④本件仲裁合意は不法行為に基づく損害賠償
請求には及ばないこと、を主張して争った。

判決の要旨

　訴え却下。
　「（1）……Ｘ１らは、……Ｙの運営するβを利
用して、本件規約の定めに沿って電子書籍の販売
等を行っていたこと……も併せ考えれば、Ｘ１ら
は、本件仲裁条項を含む本件規約全体を閲覧し、
これを理解して本件各契約を締結したものと推
認するのが相当であり，Ｘ１らとＹとの間におい

て、本件仲裁合意が成立したと認められる。……
Ｘ１らは電子書籍の出版等を営む事業者であるこ
と、……Ｘ１らは、Ｙからロイヤリティの支払を
留保された際、Ｙに対して本件規約に基づく支払
期限等を踏まえた督促のメールを送信する等して
いることが認められる。これらの事実に照らせば、
Ｘ１らの役員において、本件仲裁条項を含む本件
規約の内容を理解・確知できなかったということ
はでき……ない。
　（3）また、Ｘ１らは、本件申立期限条項及び本
件仲裁条項について、民法 548 条の 2 第 2 項に
より合意しなかったものとみなされると主張す
る。
　しかし、Ｙは、米国ワシントン州の法人である
から……、本件仲裁合意は国際仲裁に当たり、そ
の成立及び効力については、法の適用に関する通
則法 7条により、第一次的には当事者の意思に
従ってその準拠法が定められるべきものと解さ
れる（最高裁判所平成 6年（オ）第 1848 号・平
成 9年 9月 4日第 1小法廷判決・民集 51 巻 8 号
3657 頁参照）。
　……本件仲裁合意についても、本件準拠法条項
に基づき、米国ワシントン州において適用される
法律を準拠法とする旨の合意がされたものと認め
られる。
　したがって、日本の民法が適用されることを前
提としたＸ１らの主張は、失当である。」
　「（1）……Ｘ１らは、本件仲裁条項について、本
件申立期限条項により期限を付された仲裁合意で
あるとして、本件においては期限の経過により仲
裁合意が失効した等と主張する。
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　イ　しかし、本件申立期限条項……は、『ロイ
ヤリティと支払い』と題する 5.4 条に含まれ、本
件仲裁条項（本件規約 10.1 条）に隣接していな
いという本件規約の構成に照らせば、本件申立期
限条項が本件仲裁条項について失効期限を付する
趣旨であると解することはできず、本件申立期限
の定める6か月の経過をもって仲裁手続の申立て
をすることができなくなったとも認められない。
　加えて、法 14 条 1 項 2 号に……いう『仲裁合
意に基づく仲裁手続を行うことができないとき』
とは、仲裁人として選任された者がその任務を行
うことができないとき……など、当該仲裁合意に
関する手続遂行上の支障がある場合を指すものと
解される。本件において、Ｘ１らは、自らの判断
で仲裁手続の申立てをしなかったにすぎず、仲裁
合意に関する手続遂行上の支障がある場合には当
たらない。
　……Ｘ１らは、本件仲裁条項について、Ｘ１らの
裁判を受ける権利を不当に侵害するものとして公
序良俗に反し無効であるから、本件は法 14 条 1
項 1号に該当すると主張する。
　イ　しかしながら、Ｘ１らが主張する事情のう
ち、ロイヤリティの支払に関するやり取りにおけ
るＹの対応の不誠実さをいう点は、本件各契約の
締結後の事情であって、本件仲裁条項が公序良俗
に反するか否かの判断において考慮すべきものと
はいえない。……本件規約には仲裁手続の請求先
及び請求方法が明記されていること……に照らせ
ば、本件申立期限条項の定める取引明細書の入手
から 6か月以内に、本件仲裁条項に基づき仲裁
手続を申し立てることに支障があったとは認めが
たく、……本件仲裁合意によって紛争解決手段が
奪われるものとはいえない。」
　「……（1）Ｘ１らは、本件におけるＹの不誠実
な対応等を理由として、本件訴訟においてＹが仲
裁合意の抗弁を主張することが権利の濫用に当た
り許されないと主張する。
　……本件訴訟が訴え提起から相当期間を経過し
たのは、外国送達を要したこと……等によるもの
でもあり、……Ｙが上記主張をしたのが本件訴え
の提起から約 2年間経過後であることをもって、
権利の濫用に当たることを基礎づけるものとはい
えない。」
　「……（1）Ｘ３は、本件利用停止措置が講じら
れたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償

請求には、本件仲裁条項は適用されないと主張す
る。……Ｘ３の主張する不法行為に基づく損害賠
償請求は、……、『βに関連する請求』に当たる
ことは明らかである。また、本件仲裁条項におい
て、不法行為に基づく損害賠償請求への適用を除
外していると解すべき事情も認められない。」
　「……よって、Ｙの仲裁合意の抗弁（妨訴抗弁）
には理由があり、本件訴えは不適法であるからこ
れを却下する」。

判例の解説

　一　はじめに
　本判決は、日本法人と米国法人との間のイン
ターネット・ウェブサイトの利用に関する損害賠
償等請求訴訟において、仲裁合意の成立、有効性、
および仲裁合意の効力の範囲等が争われ、訴えが
却下された事案である。

　二　各争点の検討
　１　有効な仲裁合意の存在の主張と妨訴抗弁
　国際民事訴訟において、いわゆる仲裁の抗弁の
訴訟法的な効果を、いずれの法域の法に従って判
断すべきかについては、法廷地法に従うものとさ
れている１）。そして、仲裁の抗弁が認められれば、
原則として、受訴裁判所は訴えを不適法として却
下しなければならない（仲裁法 16 条 1 項本文・3
条 2項）。

　２　仲裁合意の成立
　本件において原告らは、被告の運営するイン
ターネット上のサイト「β」に関する利用規約（以
下、本件規約とする）に基づく利用契約（以下、本
件契約とする）を締結しているが、同規約に挿入
されていた仲裁条項（以下、本件仲裁条項とする）
にも同意したものとして仲裁合意が成立したとい
えるかが問題となった。
　こうした仲裁合意の成立に関する準拠法決定基
準としては、当事者間の合意を基礎とする紛争解
決手続である仲裁合意の本質に鑑み、法律行為の
抵触規則を定める法の適用に関する通則法7条に
よるべきとする見解２）、条理によるべきとする見
解３）、ニューヨーク条約 5条 1 項 (a) の定める仲
裁合意の抵触規則によるべきとする見解４）、仲裁
法 44 条 1 項 2 号および 45 条 2 項 2 号における



新・判例解説 Watch ◆ 民事訴訟法 No.178

3vol.38（2026.4） 3

仲裁合意の抵触規則によるべきとする見解５）、仲
裁地法への客観的連結を説く見解６）がある。こ
の点につき、仲裁が当事者間の合意に基づく手続
であることからは、仲裁合意の準拠法を決定する
連結点として当事者の合意は欠かせないものと
解される。また、仲裁法が制定されており、そ
の 44 条 1項 2号および 45 条 2項 2号によれば、
仲裁判断の取消しないしは承認・執行に際し、仲
裁合意の成否につき、第一次的には「当事者が合
意による仲裁合意に適用すべきものとして指定し
た法令」によって判断されることになっている。
さらに、仲裁合意の成否等が争われる局面によっ
て準拠法が異なる結果、仲裁合意の成立が認めら
れて訴えが却下されたが、仲裁合意に基づく仲裁
判断は、仲裁合意が成立していないとして承認・
執行が拒絶されるような事態は避けなければなら
ない７）。したがって、仲裁法 44 条 1 項 2 号およ
び 45 条 2 項 2 号における仲裁合意の抵触規則に
よるのが妥当であると解する８）。
　本件では、本件契約につき、米連邦仲裁法、適
用される米連邦法、および米ワシントン州法の適
用を受ける旨の条項がある。そして、これらが仲
裁合意の成立に関する準拠法を定めたものである
かは明言されていないが、当該条項の対象が本件
契約に係る紛争一般であることや、指定された準
拠法中に米連邦仲裁法が挙げられていること等を
鑑みれば、当該条項は仲裁合意の成立に関して準
拠法を指定したものと解すべきであり、本件では、
米連邦法および米ワシントン州法が仲裁合意の成
立の準拠法であると解される。そして、仲裁合意
には、当事者が連邦仲裁法に代えて、または、加
えて、州の仲裁法を適用する意思を明示しない限
り、連邦仲裁法が優先適用される９）。もっとも、
連邦仲裁法には仲裁合意の成立を直接規律する規
定はないため、契約締結時の状況や経緯等の諸般
の事情を総合して当事者の意思を探求し、当事者
が仲裁合意の存在を認識・理解し、かつそれに拘
束される意思を有していたかで、合意の成否を判
断すべきである 10）。本件では、原告らが本件仲
裁条項を認識・理解し、かつそれに拘束される意
思を有していたかは明確でないが、原告らは本件
契約に基づいて事業を行い、ロイヤリティの支払
いの督促を行っており、本件契約の細部にわたり
詳細に認識・理解していたものと解される。にも
かかわらず、本件仲裁条項について異議を留めて

いないことからは、仲裁合意に拘束される意思が
あったものとみなし、合意の成立を認めるのが合
理的であると解される。
　また、原告らは、本件契約が定型約款を用いた
ものであるとし、日本の民法 548 条の 2 第 2 項
に基づいて、合意をしなかったものとみなすべき
であるとの反論も行っているが、本件における仲
裁合意の準拠法は米連邦法および米ワシントン州
法であるため、日本の民法 548 条の 2 の適用は
なく、原告らの反論は認められるべきではない。

　３　仲裁合意の有効性
　本件契約には、ロイヤリティの支払いに関する
5.4 条において、申立ての期限を定める条項（以
下、本件申立期限条項とする）がおかれている。そ
のため、原告らはこの条項が仲裁条項にも適用さ
れ、仲裁条項自体が失効した旨の反論をしている。
この点については、本件申立期限条項は、上述の
ようにロイヤリティの支払いに関して 5.4.7 条に
定められているのに対して、本件仲裁条項は「紛
争」という題名の下、10.1 条に定められており、
その位置関係からは、また、仲裁合意の分離可能
性からも、本件契約の解釈として、本件申立期限
条項が仲裁申立てをも対象としていると解するの
は妥当でなく、本件仲裁条項に基づく仲裁合意は
失効していないと解される。
　また、原告らは本件申立期限条項が本件仲裁条
項にも適用されることを前提として、短い申立期
間のため、「仲裁合意に基づく仲裁手続を行うこ
とができな」（仲裁法 14 条 1 項 2 号）かったと反
論している。この点について、同条同号は、選任
が合意されていた仲裁人候補者が死亡した場合
等、手続遂行上の支障がある場合を指すものと解
される 11）。本件の事情の下では、仲裁申立てが
なされなかったのは原告らの手続選択に係る判断
によるものであり、手続遂行上の支障はなかった
ものと解される。
　さらに、短い申立期間、および、被告が原告ら
との協議に誠実に応じなかったことを考慮する
と、本件仲裁条項は原告らの裁判を受ける権利を
侵害し、公序良俗（民法 90 条）に違反し無効（仲
裁法 14 条 1 項 1 号参照）であると反論している。
この点、繰り返しになるが、本件仲裁合意に本件
申立期限条項の適用はなく、また、被告が協議に
誠実に応じなかったことは契約が有効に成立した
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後の紛争にすぎず、それをもって契約自体の有効
性を論じることはできない。また、再言するが、
仲裁申立てに関し手続上の支障はなかったのであ
り、原告らの裁判を受ける権利を不当に侵害し、
公序良俗に反して無効とはいえない。
　以上により、仲裁合意の効力を否定する理由は
ないと解する。

　４　仲裁の主張と権利濫用
　原告らは、上述のように、申立期間が短いこと、
および、被告らが誠実に協議に応じなかったこと
から、原告らによる仲裁申立てができなかったこ
とに加え、本件における仲裁の抗弁は、原告の訴
え提起の約 2年後に提出されたことから、権利
濫用であり許されないとして争っている。この点
について、仲裁の抗弁が権利濫用として許されな
いかという問題は主張の採否の問題で 12）、その
準拠法は法廷地法であり、当該主張が権利濫用に
当たる場合には許されないものと解される（民事
訴訟法 2条参照）。この点につき、とりわけ、本件
訴訟における被告は米国法人であるところ、外国
への訴状送達は民事訴訟法 108 条に基づき、国
際司法共助によることになる。たとえば、ハーグ
送達条約による場合、送達完了まで 6か月から 1
年超の期間を要することが多いとされる 13）。こ
うしたことを鑑みれば、約 2年の経過はあまり
にも時間がかかりすぎているとはいえず、当該主
張は訴訟行為として権利濫用に当たらないものと
解される。

　５　仲裁合意の効力の客観的範囲
　原告Ｘ３は、被告がＸ３のアカウントの停止が不
法行為に該当するとして、損害賠償を請求し、ま
た、不法行為に基づく損害賠償請求に本件仲裁
合意の効力は及ばないとして争っている。この
点、仲裁合意の効力の範囲は、上述した仲裁合意
の成立と同様に、仲裁判断の取消事由および承
認・執行事由を定める仲裁法 44 条 1 項 2 号およ
び 45 条 2 項 2 号における仲裁合意の抵触規則に
よって判断されるべきであり 14）、本件において
は、米連邦法および米ワシントン州法が仲裁合意
の効力の範囲に関しても準拠法となるものと解さ
れる。そして、優先適用される連邦仲裁法の下で
は、不法行為に関する請求も仲裁合意の効力の客
観的範囲に含まれるとされており 15）、特定の紛

争を除外する明示の合意がない限り、契約に関連
する不法行為等を原因とする請求も仲裁合意の対
象となるものと解される 16）。したがって、本件
におけるＸ３による不法行為請求についても仲裁
合意の効力範囲に含まれると解される。　

　三　本判決の意義
　以上により、本判決は結論において正当である
と解される。そして、国際的な企業間の電子商取
引が今後も拡大することが想定されることを鑑み
れば、参考になるものとして大きな意義がある。
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